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１  知識の使える化 

１ 総説 

(1)  リーダーズ式☆５ステップ学習法 

 リーダーズ式☆５ステップ学習法とは、①理解→②集約→③記憶→④検索→⑤適用という５ス

テップで、資格試験の学習をしていく方法論をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この５ステップ学習を行う前提として、各科目、本試験で出題される大問となる各テーマに、ど

のようなテーマがあるのかを意識しておく必要がある。 

なお、記述式においては、テーマ名を書かせるテーマ未表示型の問題が中心になっているた

め、Aランクのテーマについては、しっかりとテーマ名を記憶しておく必要がある。 

(2) パレートの法則（80：20の法則） 

 前述のように、本試験で出題される大問となる各テーマを分析してみると、本試験に毎年出題

されているテーマ、２～３年おきに出題されているテーマ、10年おきくらいに出題されているテー

マ、未出題のテーマなど、各テーマの本試験での頻出度というものがわかる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

学習法 01 

 

Ｄ 
理解 

集約 

記憶 

検索 

適用 

具体 

抽象 

具体 

帰納法 

演繹法

法 

使える化 

解ける化 

 26 27 28 29 30 １ ２ ３ 4 ５ ６ 

権利能力 ○   ○    〇   〇 

制限行為能力  ○     〇     

意思表示 ○ ○  ○    〇 〇   

代 理   ○   〇      

時 効   ○   〇    〇  

無効・取消し           〇 

条件・期限     〇       

物権総論    ◎ 〇   〇    

不動産物権変動    ○      〇 〇 

動産物権変動      〇      

占有権         〇   

相隣関係  ○    〇      

共 有 ○  ○         

留置権  ○      〇    

先取特権   ○         

質 権      〇      

抵当権・譲渡担保 ○  ○  〇  〇  〇 〇 〇 

 

 26 27 28 29 30 １ ２ ３ 4 ５ ６ 

債務不履行  ○ ○     〇 〇 〇  
債権者代位権   ○     〇    
詐害行為取消権   ○         
連帯債務    ○      〇  
保 証 ○          〇 

債権譲渡・債務引受 〇      〇     
弁済・相殺 ○ ○   〇     〇  
契約の解除         〇 〇  

同時履行の抗弁権       〇     
無償契約  ○          
売買契約        ○   〇 
賃貸借契約    ○ ○ 〇 〇  〇   
委任契約      〇      
請負契約            
不当利得            
不法行為 ○  ○ ○ ○ 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 
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すべてのテーマについて、万遍なく学習していくのが理想ではあるが、可処分学習時間が少

ない社会人の方には、そういう勉強は時間的にも難しい。そこで、本試験に頻出しているテーマ

から、ＡＢＣというように重要度のランク付けをして、日々の学習にも優先順位を付けていくことが

必要となる。 

ここで参考になるのが、パレートの法則である。パレートの法則とは、経済において、全体の数

値の大部分は、全体を構成するうちの一部の要素が生み出しているという理論をいう。80:20の

法則ともいう。 

 

 

 

 

 

 

  

 

パレートの法則により、まずは、本試験でも頻出しているＡランクのテーマについて優先的に学

習を進めていくことで、行政書士試験の合格点である180点を取ることができる確率が上がって

いくはずである。 

２ 各論 

(1) 理解 

 資格試験の学習をする際に、まずは、各テーマの内容を理解することが必要である。民法の

場合、本試験で問われるのは、条文と判例の知識であるから、各条文の制度趣旨、要件・効果、

判例のロジックや結論を、１テーマずつ理解していかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この理解の段階で大切なことは、ひとつひとつの知識をバラバラに理解するのではなく、常に、

全体→部分というように、体系的に理解していくことである。細かい知識は、時が経つにつれて、

すぐに忘れてしまうが、体系的に理解した知識は、時が経っても忘れにくくなるはずである。 

 体系的に理解するためには、フレームワーク思考が役立つ。フレームワーク思考とは、物事を

理解しやすく、また、説明しやすくするために、対象となる課題につき、全体の枠組みを使用し

て、その中で様々な事項・要素を考え出していくことをいう。 

 民法と行政法については、記述式があるので、民法と行政法のフレームワーク（全体構造）＝

 

 

 

Ｄ 所 

80％ 
20％ 
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地図をアタマの中に入れておいてほしい。 

 このように、理解の段階においても、記憶から逆算した体系的な理解が必要となる。 

 また、理解をする際には、テキストによるインプットと同時に、過去問等によるアウトプットも、早

め早めに行っていくと、より効果的な理解につながるはずである。 

 テキストを読んだり、講義を視聴しただけでは理解しづらいところも、問題を検討することで、理

解することができるようになる場合も多々あるので、是非、インプット⇄アウトプットクロスリファレン

ス学習法を取り入れた学習を進めてほしい。 

 また、テキストを読んだり、講義を視聴したりする場合も、１週目は、各科目のフレームワーク

（全体）を掴む感じで、途中よくわからないところがあっても、そこで立ち止まらないで、なるべく

早いうちに、１回転させることが重要である。 

 １週目で、全てを理解するのは無理であるし、１週目に、あまり時間をかけてしまうと、前に学習

したことをどんどん忘れてしまうため、かえって効率が悪くなり、短期合格が難しくなってしまうか

らである。 

(2) 集約 

 資格試験の学習において、記憶すべき知識は膨大であり、そのすべてを記憶することは難し

い。そこで、記憶量を減らして、知識の精度を高めていくために、知識を集約化していく必要が

ある。 

 資格試験においては、本試験でよく問われるテーマや内容というものが存在するため、その頻

出テーマの出題のツボ（出題パターンと解法パターン）を掴むことが、どの資格試験においても、

短期間で合格するための秘訣である。 

 その意味で、まずは、過去問で頻出している典型的パターン問題については、本試験で落と

さないように、出題のツボ（出題パターンと解法パターン）をしっかりとアタマに入れておく必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出題のツボ（出題パターンと解法パターン）を掴むためには、過去問などの問題を、各テーマ

ごとに、①グルーピング→②抽象化→③構造化していく必要がある。抽象化とは、一見すると表

面が違って見えるものの中に、共通点を発見することをいう。 

 なお、過去問は、それを何回も繰り返し解いて、問題と解答を記憶していくためのツールでは

なく、①どのようなテーマから、②どのような内容の問題が、③どのような視点から出題されてい

るのか、その出題のツボ（出題パターンと解法パターン）を掴むためのツールである。 
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 前述したように、本試験で問われているのは、過去問そのものではなく、条文と判例の知識で

あることがわかれば、過去問をただ何回も繰り返し解く必要性がないことは自ずとわかるはずで

ある。 

 解法ナビゲーション講座では、約3,500肢の肢別ドリルと重要ポイントノートを使いながら、各テ

ーマの出題のツボ（出題パターンと解法パターン）を伝授していくので、その出題のツボ（出題パ

ターンと解法パターン）を、記憶用ツールである重要ポイントノートへしっかりとフィードバック（集

約）しておいてほしい。 

 この出題のツボ（出題パターンと解法パターン）を集約した重要ポイントンノート又は総整理ノ

ートが、直前期の記憶において役立つはずである。 

 同じような勉強をしていても、大きな差が付いてしまうのは、知識をひとつひとつバラバラなもの

としてアタマに入れるか、それとも、全体→部分というように、出題のツボを体系的にアタマに入

れていくのか、その差が大きいはずである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 記憶 

 資格試験の学習においては、理解して集約した知識は、最後に記憶しておかなければならな

い。したがって、資格試験の学習においては、常に、①何を、②どのように記憶しておけば本試

験で得点できるのかということを意識しておく必要がある。記憶から逆算した学習法である。 

 例えば、テキスト等に記載してある図表などでも、すべてを記憶する必要はなく、どこを、どのよ

うに記憶しておけば得点できるのかを、過去問などの分析によって把握しておけばよい。 

 また、知識を数回見直しただけで記憶することができる人は、ほとんどいないので、本試験まで

に、集約化した知識が記載されているツールを、何回も、何十回も見直していく必要があるのは、

当然である。 

 エビングハウスの忘却曲線で有名なエビングハウスの研究によれば、人は新しい情報を学習

した直後に、１時間後には44%、１日後には26%、１週間後には23%、1か月後には、わずか21%の

情報しか記憶に残らないとされている。 
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この曲線は、人間の記憶が反復なしでは非常に脆弱であることを示しているが、一方で繰り返

し学習を行うことで、記憶の保持が改善されることも明らかにされているので、一定の間隔を空け

た復習を取り入れる「間隔学習法」が効果的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ｃ 

Ｄ 

（売主） 

土地 

≪エビングハウスの忘却曲線≫ 

１時間後 
56％忘却 

１
時
間
後 

１
日
後 

１
週
間
後 

１
か
月
後 

１日後 
74％忘却 

１週間後 
77％忘却 １か月後 

79％忘却 
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２  問題の解ける化 

１ 総説 

 通常、本試験では、問題文に、「〇〇法の規定及び判例に照らして」と指示があるので、まず問

題文中の「キーワード」を発見して、その問題を解くために必要な条文と判例の前提知識を「アタマ」

の中から「検索」していく。次に、その「検索」した前提知識を、問題文の事例に「適用」（あてはめ）

して、正誤の判断をしていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

したがって、問題が解けないという場合、この前提知識の①「記憶」→②「検索」→③「適用」のど

こかで躓いていること（ボトルネックが存在すること）が、その要因として考えられる。 

２ 各論 

(1) 記憶 

 本試験（法令科目）では、主に、条文と判例の知識を問うため、本試験で問題が解けない最大

の要因は、前提知識の「記憶」の段階にあると思われる。つまり、問題を解くために必要な前提

知識が「ない」か、あるいは、前提知識が「ある」けれども、その精度が低いことが、試験で問題が

解けない最大の要因である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問題を解くために必要な前提知識が「ない」場合、知識を入れていけば、問題が解けるように

なるはずである。もっとも、問題を解くために必要な前提知識が「ある」場合でも、その知識の精

度が低ければ、問題を解くことができない。 
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知識の精度が「低い」というのは、知識の使える化（①理解→②集約→③記憶）でいうと、①

「理解」が不十分である場合と、③「記憶」が不十分である場合を意味する。 

 「理解」が不十分である場合、前述のように、各条文の制度趣旨、要件・効果、判例のロジック

や結論を、１テーマずつ理解していかなければならない。 

 この「理解」の段階で大切なことは、ひとつひとつの知識をバラバラに理解するのではなく、常

に、全体→部分というように、体系的に理解していくことである。細かい知識は、時が経つにつれ

て、すぐに忘れてしまうが、体系的に理解した知識は、時が経っても忘れにくくなるはずである。

このように、理解の段階においても、記憶から逆算した体系的な理解が必要となる。 

 他方、「記憶」が不十分な場合の典型が、選択肢を二択まで絞れたにもかかわらず、間違って

いる方を選んでしまった場合である。 

 「記憶」が不十分な場合、日頃の学習の中で、記憶の作業の時間を十分に取っているかどうか

が問題となる。また、資格試験の学習においては、常に、①何を、②どのように記憶しておけば

本試験で得点できるのかということを意識しておく必要がある。 

(2) 検索 

 問題が解けるようになるためには、その問題を解くために必要な前提知識が「記憶」されている

ことが必要である。しかし、問題を解くために必要な前提知識が「記憶」されていたにもかかわら

ず、問題が解けない場合がしばしばある。例えば、あとで解答を見て、「ああ！あのことを書けば

良かったのか！」というような場合である。 

 通常、問題を解くときには、各テーマごとに、問題文中の「キーワード」に反応して、その問題を

解くために必要な前提知識を頭の中から「検索」していく。つまり、問題文中の「キーワード」とい

うのは、その問題を解くために必要な前提知識を頭の中から「検索」する際のトリガー（引き金）と

なる重要なものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

その意味では、問題文中の「キーワード」に気づくかどうかが、問題を解くうえでも、かなり重要

な要因となってくる。 

 したがって、問題が解けるようになるためには、各テーマごと、問題文中の「キーワード」から前

提知識を「検索」していく、いわゆる「検索」パターンを作っておくのが効果的といえる。問題を解

く時間が遅く、本試験でも時間が大幅に足りなくなる方は、この前提知識の「検索」が上手く出来

ていないのが、ひとつの要因ではないかと思われる。 

 

 

Ｃ 

Ｄ 

土地 

検索 

問 題 

 

 

適用 

記銘 

キーワード 条文・判例 

条文・判例 
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 通常、受験業界では、問題を「解く」ことがアウトプットと云われているが、本当は、問題を「解く」

こと自体が重要なのではなく、その問題を解くのに必要な前提知識をスムーズに出力すること、

すなわち、「検索」することができるかが重要なのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①符号化（記銘）→②貯蔵（保持）→③検索（想起）という記憶のプロセスからもわかるように、

前提知識を記憶する際にも、検索（想起）が重要となる。したがって、日頃の学習においても、問

題文中の「キーワード」から前提知識を「検索」していく、いわゆる「検索」トレーニング＝アクティ

ブリコールを行っていくことは、前提知識を長期記憶に定着化させるためにも効果的な学習法と

いえる。 

(3) 適用 

 知識優位型の問題であれば、前提知識の①「記憶」と②「検索」がきちんと出来れば理論上は、

解答を導けるはずである。これに対して、現場思考型の問題の場合、最後のステップである、③

「適用」（あてはめ）が上手に出来ないため、解答を導くことができないケースが多々出てくる。 

 民法では、前提知識を事例に適用して解答を導いていく事例問題が多い。したがって、この

「適用」（あてはめ）が上手に出来ないと、民法においては、得点していくことが難しくなる。「適用」

（あてはめ）が上手に出来るようになるためには、ある程度、「適用」（あてはめ）のトレーニングが

必要となるが、この「適用」（あてはめ）にも、一定のパターンがあるので、「適用」（あてはめ）のパ

ターンを習得していくのが効果的である。 
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３  民法のテーマ 

問題 民法で出題されている出題テーマ名を各分野、10 個ずつ書きなさい。 

(1) 民法総則 
 

① ⑥ 

② ⑦ 

③ ⑧ 

④ ⑨ 

⑤ ⑩ 

(2) 物権 
 

① ⑥ 

② ⑦ 

③ ⑧ 

④ ⑨ 

⑤ ⑩ 

(3) 債権総論 
 

① ⑥ 

② ⑦ 

③ ⑧ 

④ ⑨ 

⑤ ⑩ 

(4) 債権各論 
 

① ⑥ 

② ⑦ 

③ ⑧ 

④ ⑨ 

⑤ ⑩ 
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１  虚偽表示 

１ 意義 

 虚偽表示とは、相手方と通じてなした虚偽の意思表示のことをいう。 

２ 要件 

① 表示上の効果意思と内心的効果意思が一致しないこと 

② 表意者が自分でそのことを知っていること  

③ 相手方と通謀すること 

３ 効果 

 虚偽表示による意思表示は、無効である（94条１項）。表意者も相手方も、それが真意ではないこ

とを知っているため、その意思表示に法的な拘束力を認める必要性がないからである。 

４ 第三者保護 

 虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない(94条２項)。したが

って、善意の第三者は、94条２項によって保護される。 

 「善意」とは、通謀虚偽表示であることを知らないことをいう。判例は、善意であればよく、無過失

は不要とする（大判昭12.8.10）。 

 「第三者」とは、虚偽表示の当事者及びその包括承継人以外の者であって、虚偽表示に基づい

て新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者をいう（大判大9.7.23）。なお、判例は、

第三者として保護されるためには、登記は不要としている（最判昭44.5.27）。また、虚偽表示の相

手方との間で右表示の目的につき直接取引関係に立った者のみならず、その者からの転得者も

また右条項にいう第三者にあたるとしている（最判昭45.7.24）。 

 「対抗できない」とは、当事者は善意の第三者に対して無効の主張ができないが、善意の第三者

からは、有効無効いずれの主張もできることをいう。 
 

 94条２項の「第三者」 
 

第三者にあたる者 第三者にあたらない者 

① 不動産の仮装譲受人からの譲受人（最判昭

28.10.1） 

② 不動産の仮装譲受人から抵当権の設定を受けた

者（大判大4.12.17） 

③ 仮装債権の譲受人（大判昭13.12.17） 

④ 虚偽表示の目的物に対して差押えをした仮装譲

受人の債権者（最判昭48.6.28） 

⑤ 仮装譲受人が破産した場合の破産管財人（大判昭

8.12.19） 

① 債権の仮装譲受人から取立てのために債権を譲

り受けた者（大判大9.10.18）。 

② 土地の賃借人が借地上の建物を仮装譲渡した場

合の土地賃貸人（最判昭38.11.28） 

③ 土地の仮装譲受人からその土地上の建物を賃借

した者（最判昭57.6.8） 

④ 一番抵当権が仮装で放棄された場合の二番抵当

権者（大判明33.5.7） 

⑤ 一般債権者（大判大9.7.23） 
 

－図表－ 

民法の復習 02 
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２  無権代理と相続 

１ 意義 

 無権代理とは、代理人として行為する者に代理権がないことをいう。初めから代理権が全くない

場合や、代理権の範囲を超えた行為をした場合がある。  

２ 効果 

(1) 原則 

 無権代理行為の効果は、本人に帰属しない（99条、113条1項）。  

(2) 例外 

 ①本人の追認がある場合、②表見代理が成立する場合には、例外として、本人に効果帰属する。  

３ 本人が採りうる手段 

(1) 追認 

 本人が無権代理行為を追認すれば、本人に効果が帰属する（113条１項）。無権代理行為であっ

ても、本人にとって有利な場合もあるからである。追認は、別段の意思表示がない場合、契約の時

に遡ってその効力を生じる（116条本文）。ただし、第三者の権利を害することはできない（116条た

だし書）。  

 なお、追認は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することはできない。もっとも、相

手方が追認のあったことを知ったときは、対抗することができる（113条２項）。  

(2) 追認拒絶 

 本人が追認を拒絶すれば、無権代理行為は本人に効果帰属しない。 

４ 相手方が採りうる手段 

(1) 催告権 

 本人が追認するか否かの態度を示していない場合、相手方は不安定な地位に置かれることに

なる。そこで、相手方は、本人に対し、相当期間を定めて追認するか否かを確答すべき旨の催

告をすることができる。この場合において、本人が確答しない場合には、追認を拒絶したものと

みなされる（114条）。 

 (2) 取消権 

 善意の相手方は、本人が追認しない間、無権代理行為を取り消すことができる（115条）。 

(3) 表見代理の主張 

(4) 無権代理人への責任追及 

ア 意義 

 無権代理人の責任は、相手方の保護と代理制度の信用保持のために法律が特別に定めた

無過失責任である。 

イ 要件（117条） 

① 他人の代理人として契約をしたこと 

② 代理人が自己の代理権を証明することができないこと 
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③ 本人の追認がないこと 

④ 免責事由 

ⅰ 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていた

とき 

ⅱ 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によっ

て知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が、自己に代理権が

ないことを知っていたときは、この限りでない。 

ⅲ 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき 

ウ 効果 

 相手方の選択により、履行または損害賠償の責任を負う（117条１項）。なお、このときの損害

賠償の内容は、履行利益である。 
 

（最判昭 62.7.7） 

 表見代理が成立する場合であっても、相手方は、無権代理人の責任を追及することができ、無権代

理人は、表見代理の成立要件を主張立証して、自己の責任を免れることは許されない。 
 

 ５ 無権代理と相続 

 無権代理と相続とは、無権代理行為がなされた場合に、その後、本人が死亡して無権代理人が

本人を相続した場合、また、無権代理人が死亡して本人が無権代理人の地位を引き継いだ場合、

無権代理行為がどうなるのかの問題をいう。 
 

 無権代理と相続 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判 
例 

－図解－ 

 

無権代理と相続

性 

無権代理人の 
本人相続 

単独相続 

共同相続 

本人の 
無権代理人相続

性 
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 無権代理と相続 
 

 単独相続の場合 

共同相続の場合 

無権代理人と 

本人の双方を 

相続した場合 

 無権代理人が本人を相

続した場合 

本人が無権代理人 

を相続した場合 

事 例 

Ａ所有の不動産を子

Ｂが無断でＣに売却

した。その後、本人Ａ

が追認も追認拒絶も

しないうちに死亡し

て無権代理人ＢがＡ

を相続した。 

Ａ所有の不動産を子

Ｂが無断でＣに売却

した。その後、無権代

理人Ｂが死亡して、本

人Ａが相続した。 

Ａ所有の不動産を子

Ｂが無断でＣに売却

した。その後、本人Ａ

が追認も追認拒絶も

しないうちに死亡し

て無権代理人Ｂと他

の相続人ＤがＡを共

同相続した。 

Ａ所有の不動産を子

Ｂが無断でＣに売却

した。本人Ａに子Ｄも

いた場合、まず無権代

理人Ｂが死亡した後

に本人Ａが死亡した。 

判 例 

無権代理行為は当然

に有効となる。 

判例は、無権代理人が

本人を相続した場合

においては、自らした

無権代理行為につき

本人の資格において

追認を拒絶する余地

を認めるのは信義則

に反するから、右無権

代理行為は相続と共

に当然有効となると

し て い る （ 最 判 昭

40.6.18）。（※） 

判例は、相続人である

本人Ａの追認拒絶権

は認められるべきで

あるから、被相続人の

無権代理行為は本人

の相続により当然有

効となるものではな

い と し た （ 最 判 昭

37.4.20）。 

もっとも、本人Ａは無

権代理人たる地位を

相続することになる

ので、無権代理人の責

任（117条）を負うこ

と に な る （ 最 判 昭

48.7.3）。 

Ｄが追認しないかぎ

り、無権代理行為は有

効とならない。 

判例は、本人Ａが持っ

ていた無権代理行為

の追認権は、その性質

上相続人全員に不可

分的に帰属すること

となるため、共同相続

人全員が共同してこ

れを行使しない限り、

無権代理行為が有効

となるものではない

と す る （ 最 判 平

5.1.21）。 

判例は、Ｄは無権代理

人の地位を包括的に

承継しているため、追

認拒絶できないとし

た（最判昭63.3.1）。 

※ なお、判例は、本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとし

ても、無権代理行為が有効になるものではないとする（最判平10.7.17）。 

  

－図表－ 
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３  時効の援用 

１ 意義  

 時効の援用とは、時効の利益を受けることができる者が、実際に時効の利益を受ける意思表示

のことをいう。時効が完成した場合に、その利益を享受するか否かの本人の意思を尊重するため

に設けられている。  

２ 時効の完成と時効の援用  

 民法では時効の完成によって、権利を取得または権利が消滅する（162条、166条）。 

 もっとも、判例は、民法が145条で時効の援用を求めていることから、時効の完成によって権利の

得喪は当然には起こらず、時効の援用によってはじめて権利の得喪が生じるとする（停止条件説 

最判昭61.3.17）。 

３ 時効の援用権者 

(1) 一般的基準 

 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない（145条）。

判例は、「当事者」とは、時効により直接利益を受ける者及びその承継人をいうと解している（大

判明43.1.25）。  

(2) 消滅時効の援用権者 

 消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な

利益を有する者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない（民法145

条かっこ書）。 
 

 援用権者 
 

援用が肯定される者 援用が否定される者 

① 保証人（145条かっこ書） 

② 連帯保証人（145条かっこ書） 

③ 物上保証人（145条かっこ書） 

④ 抵当不動産の第三取得者（145条かっこ書） 

⑤ 売買予約の仮登記のなされている不動産の第三

取得者（最判平4.3.19） 

⑥ 被保全債権の消滅時効について詐害行為の受益

者（最判平10.6.22） 

① 一般債権者  

② 表見相続人からの譲受人（相続回復請求権の消滅

時効について） 

③ 借地上の建物の賃借人（賃貸人の敷地所有権の取

得時効について）（最判昭44.7.15） 

④ 後順位抵当権者（先順位抵当権者の被担保債権の

消滅時効の援用）（最判平11.10.21） 

 
 

（最判平 10.6.22） 

 民法145条所定の当事者として消滅時効を援用し得る者は、権利の消滅により直接利益を受ける者

に限定されるところ、詐害行為の受益者は、詐害行為取消権行使の直接の相手方とされている上、これ

が行使されると債権者との間で詐害行為が取り消され、同行為によって得ていた利益を失う関係にあ

り、その反面、詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば右の利益喪失を免れることができ

る地位にあるから、右債権者の債権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり、右債権について消滅

時効を援用することができるものと解するのが相当である。 

 

－図表－ 

判 
例 
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４  即時取得 

１ 意義 

 即時取得とは、動産の占有者を真の権利者と信じて取引に入った者に動産の所有権を取得させ

る制度をいう（192条）。 

２ 趣旨 

 178条の「引渡し」の中には、現実の引渡しの他に、観念的な引渡しも含まれるため、公示方法と

して不十分である。そこで、民法は、動産取引の安全を図るため、192条の即時取得の制度を設け

ている。これは、動産に公信の原則を認めていることの表れである。  

３ 要件  

① 動産であること 

 即時取得は、動産取引の安全を図るための制度であるため、取引の対象は、動産である。動

産であっても、自動車等のように他に公示方法が存在する場合には、192条の適用はない（最判

昭62.4.24）。ただし、未登録の自動車は、即時取得の対象となる（最判昭45.12.4）。 

② 有効な取引行為 

 即時取得は、動産取引の安全を図るための制度であるため、売買、贈与、代物弁済、弁済、

強制競売などの取引行為によって、占有を承継しなければならない。したがって、取引以外の

取得方法は保護の対象とならない。 

 取引行為に当たらないものとして、相続によって取得した場合、他人の物を自己の物と誤信し

て取得した場合、山林の立木を伐採した場合（大判大4.5.20）等がある。 
 

 有効な取引行為 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、即時取得が成立するためには、取引行為自体が有効に成立していなければならないか

ら、取引行為が、制限行為能力者や無権代理人の処分などにより、取消しまたは無効となる場

合には、即時取得の対象とはならない。この場合、それぞれの制度（制限行為能力者制度、表

見代理制度）の適用によって処理される。 

③ 前主が無権利者であり、動産を占有していたこと 

 目的物を占有している前主が、目的物に対する処分権限を有していないことが必要である。た

とえば、前主が、賃借人や受寄者などの場合である。 

－図解－ 

 

Ｄ Ａ 
 

Ｂ 
 

（買主） （未成年者） 

（買主 売買契約 

③売買契約 

即時取得 
不可 

 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 
 

Ｂ 
 （無権代理人） 

（買主 

売買契約 

③売買契約 

即時取得 
不可 

（相手方） 
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④ 前主が無権利であることにつき、平穏、公然、善意無過失 

 前主が無権利であることにつき、善意無過失であることが必要である。平穏、公然、善意は186

条１項により推定される。 また、無過失は188条により推定される。なお、無過失が推定されるの

は、即時取得の場合のみで、時効取得の場合には、推定されない。 

 この場合は、即時取得の成立を否定する者（真の権利者等）が占有取得者に過失があったこ

とについて主張立証すべきである（最判昭41.6.9）。 

 この善意無過失は、占有開始時において判断される。したがって、その後、悪意となっても、

善意・無過失の要件は満たすことになる。 

⑤ 占有を始めたこと 

 占有には、現実の引渡し、簡易の引渡し、指図による占有移転（最判昭57.9.7）は認められて

いるが、占有改定は認められていない（最判昭35.2.11）。即時取得には占有状態に変動がある

ことが必要であるが、占有改定では外観上、物の移転が生じないからである。  

４ 効果  

 動産上の権利（所有権、質権、譲渡担保権、動産先取特権）を原始取得する。 
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１  はじめに 

１ 記述式の配点 

記述式は、300点中、配点が60点というように、全体の２割を占める。行政法は、112点中20点（約

18％）であるが、民法は、76点中40点（約53％）というように、択一式よりも、記述式の方が配点が高

くなっている。したがって、民法については、記述式を意識した学習を早いうちから始めていくのが

得策といえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 記述式対策の時期 

また、行政書士試験の場合、毎年、記述式次第という人が多いように、記述式を除いた得点が

150点前後のボーダーラインの場合、記述式の出来不出来が合否に大きな影響を及ぼすため、記

述式対策は、早め早めに始めた方が、合格により近づくといえる。 

そこで、記述式対策を早め早めに始める前に、まずは、記述式では、どのようなことが問われてい

るのか、その出題傾向をしっかりと掴むことが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記述式の学習法 03  

 択一式 記述式 多肢選択式 合 計 

行政法 /76 /20 /16 /112 

民 法 /36 /40 / /76 

基

礎

知

識 

一般知識   / 

/56 
諸法令    

情報   / 

文章理解   / 

憲 法 /20  /8 /28 

商 法 /20  / /20 

基礎法学 /8  / /8 
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２  記述式の傾向と対策 

１ 記述式の出題 

記述式の出題は、大きく、判例の理由付けを問う判例系（Ⅰ）と、条文の知識を問う条文系（Ⅱ）の

２つに分類することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 判例系 

判例系（Ⅰ）では、民法は、令和２年の問題45や令和４年の問題45、行政法は、令和６年の問題

44のように、判例の結論ではなく、その結論を導く理由付けを聞いているため、日頃の勉強におい

ても、判例の結論だけでなく、どうしてそのような結論になるのか、その理由付けなど判例のロジッ

クを理解しておくことが重要になる。 

日頃の勉強においても、少し長めの判旨が引用されたテキストや判例集などを使って、判

例のロジックを理解する学習をしていくことが、そのまま記述式対策になる。 

３ 条文系 

他方、条文系（Ⅱ）は、何のテーマの問題なのか、テーマ名が問題文の中に書かれてい

るテーマ表示型（Ａ）と、何のテーマの問題なのか、テーマ名が問題文の中に書かれて

いないテーマ未表示型（Ｂ）の問題がある。 
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３  テーマ表示型とテーマ未表示型 

１ テーマ表示型 

民法のテーマ表示型（Ａ）の問題については、条文の要件・効果のキーワードを書かせ

る問題が中心となっている。重要なテーマの要件・効果については、そのキーワードを

しっかりと書けるレベルまで、記憶しておくことが必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ テーマ未表示型 

他方、テーマ未表示型（Ｂ）の問題については、何のテーマの問題なのか、そのテーマ

名を書く必要があるため、テーマ表示型の問題に比べると難易度は高くなる。 

本試験において、解答とは全く違うテーマ名を書いてしまったり、何のテーマの話なの

か全く分からず、白紙答案となっている人が多いのも、このテーマ未表示型の問題であ

る。 

テーマ未表示型（Ｂ）の問題の対策としては、択一式の過去問を、単に、〇×で何回も

繰り返し解くだけの学習ではなく、民法の全体構造を掴む体系的理解が重要になってき

ます。 

また、本試験では、具体的な事例から抽象的な条文のテーマ名を書かせる具体→抽象型

の問題が中心になっているので、日頃の学習においても、少し長めの事例を使ったテー

マ検索のトレーニングをしていくと効果的である。 

その意味で、日頃の学習において、思考のフレームワークを使ったアタマの使い方（問

題の解き方）を習得しておくと効果的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出題テーマ 出題形式 テーマ 

29 
問題45 譲渡禁止特約 要件・判例趣旨型 表示型 

問題46 民法724条 要件型 表示型 

30 
問題45 制限行為能力制度 要件・請求権型 表示型 

問題46 贈与契約の撤回 要件・請求権型 表示型 

１ 
問題45 共有物の管理・変更 要件型 表示型 

問題46 第三者のためにする契約 要件型 未表示型 

２ 
問題45 第三者詐欺 要件型 未表示型 

問題46 背信的悪意者 判例趣旨型 表示型 

３ 
問題45 譲渡制限特約 要件型 表示型 

問題46 土地工作物責任 請求権型 表示型 

４ 
問題４５ 無権代理と相続 判例趣旨型 表示型 

問題４６ 債権者代位権の転用 請求権型 未表示型 

５ 
問題４５ 抵当権に基づく物上代位 要件・請求権型 未表示型 

問題４６ 請負の契約不適合責任 請求権型 未表示型 

６ 
問題４５ 動産先取特権 請求権型 未表示型 

問題４６ 登記請求権の代位行使 請求権型 未表示型 
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記述式マスター総合講座及びリーダーズゼミ10期生において、問題を解く際の思考のフ

レームワークと、４つのフレームワークと基本パターンを使った、民法の記述式対策を

行っていく。 
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４  問題演習 

 

問題 Ａは、平成26年10月10日、金銭消費貸借契約に基づき、Ｂに対して1,000万円を貸し付

け、Ｃがその連帯保証人になった。Ｂは、多額の債務を負担していたところ、Ａを害するこ

とを知りながら、Ｄに対して、Ｂ所有の甲不動産につき贈与契約を締結し、Ｄへの所有権

移転登記を経由した。その後、令和７年３月10日、Ａは、この贈与が詐害行為に当たるとし

て、その取消しと甲不動産の所有権移転登記の抹消を求めて訴えを提起した。このような

場合、Ｄは、ＡのＢに対する1,000万円の貸金債権につき、①どのような者に当たるとの理

由で、②どのような主張をすれば、Ａからの請求を拒むことができるか。「Ｄは、ＡのＢに対

する1,000万円の貸金債権につき、」に続け、民法の規定および判例に照らし、40字程度

で記述しなさい。なお、「Ｄは、ＡのＢに対する1,000万円の貸金債権につき、」は、40字程

度には数えない。 

 

≪ステップ１≫ 生の主張 
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≪ステップ２≫ テーマ検索 

 

 

 

 

 

 

≪ステップ３≫ 法律構成（請求） 

 

 

 

 

 

 

≪ステップ４≫ 要件あてはめ 
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【民法☆解法ナビゲーション講義 出題テーマ】 
 

問 題 分 野 テーマ ページ 
1 総 則 権利能力なき社団 ３ 
2 総 則 失踪宣告 ９ 
3 総 則 制限行為能力 15 
4 総 則 虚偽表示 23 
5 総 則 錯 誤 31 
6 総 則 代 理 39 
7 総 則 無権代理 45 
8 総 則 時 効 53 
9 物 権 物権的請求権 61 
10 物 権 177条の第三者 69 
11 物 権 不動産物権変動と登記① 75 
12 物 権 不動産物権変動と登記② 83 
13 物 権 即時取得 89 
14 物 権 混 同 97 
15 物 権 占有権 101 
16 物 権 共 有 109 
17 物 権 地上権 117 
18 物 権 相隣関係と地役権 123 
19 担保物権 留置権 129 
20 担保物権 質 権 137 
21 担保物権 先取特権 143 
22 担保物権 抵当権の効力 151 
23 担保物権 物上代位 157 
24 担保物権 法定地上権 163 
25 担保物権 根抵当権 171 
26 担保物権 譲渡担保 179 
27 債権総論 債務不履行 187 
28 債権総論 債権者代位権 195 
29 債権総論 詐害行為取消権 203 
30 債権総論 連帯債務 211 
31 債権総論 保 証 219 
32 債権総論 債権譲渡 227 
33 債権総論 債務引受 233 
34 債権総論 弁 済 237 
35 債権総論 相 殺 243 
36 債権各論 契約の成立 249 
37 債権各論 第三者のためにする契約 255 
38 債権各論 同時履行の抗弁権 261 
39 債権各論 契約の解除 267 
40 債権各論 贈与契約 275 
41 債権各論 契約不適合責任 281 
42 債権各論 賃貸借契約① 287 
43 債権各論 賃貸借契約② 293 
44 債権各論 委任契約 299 
45 債権各論 事務管理 305 
46 債権各論 不当利得 311 
47 債権各論 不法行為① 317 
48 債権各論 不法行為② 325 
49 親 族 婚姻・離婚 333 
50 親 族 嫡出子・非嫡出子 339 
51 親 族 養子縁組 345 
52 親 族 利益相反行為 349 
53 相 続 相続① 353 
54 相 続 相続② 359 
55 相 続 相続③ 365 
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